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１ 体育科改訂の趣旨、要点について



・運動やスポーツが好きな児童の割合が高まった
こと

・体力の低下傾向に歯止めがかかったこと

・健康の大切さへの認識や健康・安全に関する基
礎的内容が身に付いていること

など

成果

現行学習指導要領の成果と課題



課題

・習得した知識や技能を活用して課題を解決する
こと

・学習したことを相手に分かりやすく伝えること

・健康課題を発見し、主体的に課題解決に取り組
む学習が不十分であり、社会の変化に伴う新た
な健康課題に対応した教育が必要

など

現行学習指導要領の成果と課題



○改訂の基本的な考え方

ア 小学校、中学校及び高等学校を通じて、｢体育科、保健

体育科では、これらの課題を踏まえ、心と体を一体としてと

らえ、生涯にわたって健康を保持増進し、豊かなスポーツ

ライフを実現する資質・能力を育成することを重視する観

点から、運動や健康に関する課題を発見し、その解決を図

る主体的・協働的な学習活動を通して、『知識・技能』、『思

考力・判断力・表現力等』、『学びに向かう力・人間性等』を

育成することを目標として示す。｣としている。

体育科改訂の趣旨



○改訂の基本的な考え方

イ ｢体育科、保健体育科における学習過程については、こ

れまでも心と体を一体としてとらえ、自己の運動や健康に

ついての課題の解決に向け、積極的・自主的・主体的に

学習することや、仲間と対話し協力して課題を解決する学

習等を重視してきた。これらを引き続き重視するとともに、

体育科、保健体育科で育成を目指す『知識・技能』、『思考

力・判断力・表現力等』、『学びに向かう力・人間性等』の

資質・能力の三つの柱を確実に身に付けるために、その

関係性を重視した学習過程を工夫する必要がある。｣とし

ている。

体育科改訂の趣旨



○改訂の基本的な考え方
ウ ｢体育科、保健体育科の指導内容については、『知識・技能』、『思

考力・判断力・表現力等』、『学びに向かう力・人間性等』の育成を目

指す資質・能力の三つの柱に沿って示す｣とするとともに、体育につ

いては、｢児童生徒の発達の段階を踏まえて、学習したことを実生

活や実社会に生かし、豊かなスポーツライフを継続することができ

るよう、小学校、中学校、高等学校を通じて系統性のある指導がで

きるように示す必要がある。｣としており、保健においては、｢健康な

生活と疾病の予防、心身の発育・発達と心の健康、健康と環境、傷

害の防止、社会生活と健康等の保健の基礎的な内容について、小

学校、中学校、高等学校を通じて系統性のある指導ができるように

示す必要がある。｣としている。

体育科改訂の趣旨



○改善の具体的事項

ア 運動領域においては、｢運動の楽しさや喜びを味

わうための基礎的・基本的な『知識・技能』、『思考

力・判断力・表現力等』、『学びに向かう力・人間性

等』の育成を重視する観点から、内容等の改善を

図る。また、保健領域との一層の関連を図った内容

等について改善を図る。

体育科改訂の趣旨



○改善の具体的事項

イ 保健領域においては、｢身近な生活における健

康・ 安全についての基礎的・基本的な『知識・技

能』、『思考力・判断力・表現力等』、『学びに向か

う力・人間性等』の育成を重視する観点から、内容

等の改善を図る。その際、自己の健康の保持増進

や回復等に関する内容を明確化するとともに、『技

能』に関連して、心の健康、けがの防止の内容の

改善を図る。また、運動領域との一層の関連を図っ

た内容等について改善を図る。｣としている。

体育科改訂の趣旨



○改善の具体的事項

ウ 体力の向上については、心身ともに成長の著し

い時期であることを踏まえ、｢体つくり運動」の学習

を通して、体を動かす楽しさや心地よさを味わい、

様々な基本的な体の動きを身に付けるようにする

とともに、健康や体力の状況に応じて体力を高め

る必要性を認識できるようにする。また、｢体つくり

運動｣以外の運動に関する領域においても、学習

した結果としてより一層の体力の向上を図ること

ができるようにする。

体育科改訂の趣旨



① 運動領域においては、生涯にわたって運動やスポーツ

に親しみ、スポーツとの多様な関わり方を場面に応じて選

択し、実践することができるよう、｢知識及び技能｣、｢思考

力、判断力、表現力等｣、｢学びに向かう力、人間性等｣の

育成を重視し、目標及び内容の構造の見直しを図ること。

② カリキュラム・マネジメント｣及び主体的・対話的で深い学

びの実現に向けた授業改善を推進する観点から、発達の

段階のまとまりを考慮し、各領域で育成することを目指す

具体的な内容の系統性を踏まえた指導内容の一層の充実

を図ること。

体育科改訂の要点



③ 運動やスポーツとの多様な関わり方を重視する観点か

ら、体力や技能の程度、年齢や性別及び障害の有無等に

かかわらず、運動やスポーツの多様な楽しみ方を共有す

ることができるよう指導内容の充実を図ること。その際、共

生の視点を重視して改善を図ること。

④ 生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する基礎を

培うことを重視し、｢知識及び技能｣、｢思考力、判断力、表

現力等｣、｢学びに向かう力、人間性等｣の内容の一層の明

確化を図ること。

体育科改訂の要点



⑤ 保健領域においては、生涯にわたって健康を保持増進

する資質・能力を育成することができるよう、｢知識及び技

能｣、｢思考力、判断力、表現力等｣、｢学びに向かう力、人

間性等｣に対応した目標、内容に改善すること。

⑥ 自己の健康の保持増進や回復等に関する内容を明確

化し、｢技能｣に関連して心の健康、けがの防止の内容の

改善を図るとともに、運動領域との一層の関連を図った内

容等について改善すること。

体育科改訂の要点



○内容構成の改善

運動領域
(1) 知識及び技能

（「体つくり運動系」は知識及び運動）
(2) 思考力、判断力、表現力等
(3) 学びに向かう力、人間性等

保健領域
(1) 知識及び技能
(2) 思考力、判断力、表現力等

体育科改訂の要点



○内容及び内容の取り扱いの改善

(1) 体つくり運動系
低学年については、新たに領域名を｢体つくり の運動遊

び｣とし、内容を｢体ほぐしの運動遊び｣及び｢多様な動きを

つくる運動遊び｣で構成。

(2) 陸上運動系
｢走・跳の運動（遊び）｣及び｢陸上運動｣については、児

童の実態に応じて投の運動（遊び）を加えて指導するこ

とができる。

体育科改訂の要点



○内容及び内容の取り扱いの改善

(3)水泳運動系
低学年については、従前どおり領域名を｢水遊び｣とし、

内容を｢水の中を移動する運動遊び｣及び｢もぐる・浮く運

動遊び｣で構成。

中学年については、新たに領域名を｢水泳運動｣とし、内

容を｢浮いて進む運動｣及び｢もぐる・浮く運動｣で構成。

高学年についても、新たに領域名を｢水泳運動｣とし、内

容を｢クロール｣、｢平泳ぎ｣及び｢安全確保につながる運

動｣で構成。

体育科改訂の要点



○内容及び内容の取り扱いの改善

(4)ボール運動系
中学年の｢ゴール型ゲーム｣については、味方チームと相

手チームが入り交じって得点を取り合うゲーム及び陣地を

取り合うゲームを取り扱うものとする。

高学年のゴール型はバスケットボール及びサッカーを、

ネット型はソフトバレーボールを、ベースボール型はソフト

ボールを主として取り扱うものとするが、これらに替えてハ

ンドボール、タグラグビー、フラッグフットボールなどア、イ

及びウの型に応じたその他のボール運動を指導することも

できる。

体育科改訂の要点



○内容及び内容の取り扱いの改善

(5)オリンピック・パラリンピックに関する指導

オリンピック・パラリンピックに関する指導については、

各 運動領域の内容との関連を図り、ルールやマナーを

遵守することやフェアなプレイを大切にすることなど、児

童の発達の段階に応じて、運動を通してスポーツの意義

や価値等に触れることができるようにする。

体育科改訂の要点



○内容及び内容の取り扱いの改善

(6)保健領域
保健領域については、第３学年・第４学年では、｢健康な

生活｣及び｢体の発育・発達｣の知識と思考力、判断力、表

現力等の指導内容を明確にし、内容を構成。また、第５学

年・第６学年では、｢心の健康｣、｢けがの防止｣の知識及び

技能、｢病気の予防｣の知識と、それぞれの思考力、判断

力、表現力等の指導内容を明確にし、内容を構成。

なお、運動領域との関連を重視する視点から、｢健康な

生活｣、｢体の発育・発達｣、｢病気の予防｣については、運

動に関する内容を充実して示す。

体育科改訂の要点



○指導計画の作成と内容の取扱いの改善

(ｱ)学習指導の改善・充実
㋐ カリキュラム・マネジメントの実現

○ 6年間の見通しをもった年間指導計画の作成

○ 子供たちの実態に基づいた計画の作成・実施・評

価・改善

○ 地域の人的・物的資源等の活用

㋑ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

㋒ 低学年における他教科等や幼稚園教育との関連

㋓ 障害のある児童などについての指導方法の工夫

体育科改訂の要点



○指導計画の作成と内容の取扱いの改善

(ｲ)内容の取扱いにおける配慮事項
㋐ 個々の児童の運動経験や技能の程度などに応じた指

導等の工夫

㋑ 言語活動の更なる充実

㋒ 情報手段の積極的な活用

㋓ 体験を伴う学習の充実

㋔ オリンピック・パラリンピックに関する指導の充実

㋕ 保健の指導方法の工夫

体育科改訂の要点



○教科の目標

体育や保健の見方・考え方を働かせ、課題を見付け、その
解決に向けた学習過程を通して、心と体を一体として捉え、
生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツラ
イフを実現するための資質・能力を次のとおり育成すること
を目指す。

（１） その特性に応じた各種の運動の行い方及び身近な生活におけ

る健康・安全について 理解するとともに、基本的な動きや技能を

身に付けるようにする。

（２） 運動や健康についての自己の課題を見付け、その解決に向けて

思考し判断するとともに、他者に伝える力を養う。

（３） 運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し、

楽しく明るい生活を営む態度を養う。

体育科の目標及び内容



○体育や保健の見方・考え方について

｢体育の見方・考え方｣とは、生涯にわたる豊かなスポーツ

ライフを実現する観点を踏まえ、｢運動やスポーツを、その価

値や特性に着目して、楽しさや喜びとともに体力の向上に果

たす役割の視点から捉え、自己の適性等に応じた『する・み

る・支える・知る』の多様な関わり方と関連付けること｣である

と考えられる。小学校においては、運動やスポーツが楽しさ

や喜びを味わうことや体力の向上につながっていることに着

目するとともに、｢すること｣だけでなく｢みること｣、｢支えるこ

と｣、｢知ること｣など、自己の適性等に応じて、運動やスポー

ツとの多様な関わり方について考えることを意図している。

体育科の目標及び内容



○体育や保健の見方・考え方について

｢保健の見方・考え方｣とは、疾病や傷害を防止するととも

に、生活の質や生きがいを重視した健康に関する観点を踏

まえ、｢個人及び社会生活における課題や情報を、健康や安

全に関する原則や概念に着目して捉え、疾病等のリスクの

軽減や生活の質の向上、健康を支える環境づくりと関連付

けること｣であると考えられる。小学校においては、特に身近

な生活における課題や情報を、保健領域で学習する病気の

予防やけがの手当の原則及び、健康で安全な生活について

の概念等に着目して捉え、病気にかかったり、けがをしたり

するリスクの軽減や心身の健康の保持増進と関連付けるこ

とを意図している。

体育科の目標及び内容



○ 児童の発達の段階を踏まえ、小学校から高等学校まで

の１２年間を見通し、指導内容を一層明確化するとともに、

幼稚園並びに中学校との接続を重視している。

○ 運動領域と保健領域との一層の関連を図る指導に配慮

することを新たに明示している。

○ 投能力の低下傾向に対応した指導も取り入れ可能であ

ることを新たに明示している。

○ オリンピック・パラリンピックに関する指導として、フェアな

プレイを大切にするなど、各種の運動を通してスポーツの

意義や価値に触れるよう新たに明示している。

体育科の学習内容、学習指導の改善・充実



○ 運動の楽しさや喜びを味わうことができるようにするた

め、特に、運動が苦手な児童や運動に意欲的に取り組ま

ない児童等への指導方法等を新たに明示している。

○ 健康と運動の関わりを重視するとともに、不安や悩みな

どへの対処やけがの手当を技能として新たに明示してい

る。

○ 健康に関心がもてるようにし、課題を解決する学習活動

を取り入れるなど指導方法の工夫について配慮することを

明示している。

体育科の学習内容、学習指導の改善・充実



２ 新学習指導要領の全面実施に向けて

・運動領域について



今年度中に準備しておきたいこと

１ カリキュラム・マネジメント

２ 指導と評価の計画の作成

３ 校内の共通理解の促進

今年度中にできる限りのことを準備し、
来年度の移行期間中に試行

P→D→C→Aの過程を経たのちの全面実施を目指す

新小学校学習指導要領 全面実施に向けて



（１）新学習指導要領の目標及び内容を踏まえる
・新名称や新たな内容を踏まえた年間指導計画の作成
→体つくりの運動遊び、水泳運動、ゴール型ゲームなど
・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善
→小単元の連続か、２学年を見通した大単元か

（２）単元配列及び指導時数の再検討
・学校行事、他教科等との関連を踏まえた単元配列
→運動会、体育大会、総合的な学習の時間、保健領域等に留意
・体育科が求める資質・能力の育成を重視
→体育科の時数としてカウントするにふさわしい内容かを吟味

（３）学校全体にかかるシステマテックな運用
・体育館の単元配当、学年等の連続を考慮した時間割等
→学級担任に委ねること、学校全体として調整を図ることの整理

１ カリキュラム・マネジメント

新小学校学習指導要領 全面実施に向けて



（１）育成を目指す資質・能力の三つの柱で整理
・単元目標は（１）、（２）、（３）の三つ
→バランスの取れた指導の充実を目指す
・本時の目標についても（１）、（２）、（３）に対応した三つを想定
→重点的に指導する内容の明確化（指導案上はゴシック体等）

（２）指導と評価の一体化の観点から、評価も三つ
・「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に学習に取り組
む態度」
→新で指導・評価し、現行の３観点に落とし込むことで対応
・新観点で評価規準を作成
→指導し評価するが現行では加点しないものもあることに留意

（３）現行のものをブラッシュアップ
・大幅な変更等ではない
→まずは新しい観点で再整理し、授業を通してCheck＆action

２ 指導と評価の計画の作成

新小学校学習指導要領 全面実施に向けて



移行期間の評価の扱いは現行の観点別評価に基づく
→新学習指導要領に即した指導と評価を現行の観点に落

とし込むことについて、積極的に検討したいところ

想定される現行観点への落とし込み例

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

関心・意欲・態度 思考・判断 技能 知識・理解

全領域 全領域 運動領域 保健領域

新

評価するが現行観
点への加点はしな
い。しかし思考・判
断の評価がより鮮
明になる。

共生の視点
は指導し評価
するが、現行
の観点への
加点はしない。保健の技能は指

導し評価し知識・
理解に加点。

運動の行い方
を知る。
（理解する）

新小学校学習指導要領 全面実施に向けて



２ 新学習指導要領の全面実施に向けて

・保健領域について



○各教科等において育まれる資質・能力

○教科等を越えた全ての学習の基盤として育まれ活用され

る資質・能力

・言語能力の育成

・情報活用能力（情報技術を手段として活用する力を含

む）の育成

○現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力

・健康・安全・食に関する力

・主権者として求められる力

・新たな価値を生み出す豊かな創造性 など

中教審答申で示された資質・能力





平成２８年１２月２１日の中央教育審議会「幼稚園、小学校、
中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の
改善及び必要な方策等について」（答申）では、「健康・安全・
食に関する資質・能力」において言及する中で次のことが示
された。

答申P２４（脚注）

「なお、従来教科等を中心とした『安全学習』『保健学習』と特
別活動等による『安全指導』『保健指導』に分類されている構
造については、資質・能力の育成と、教育課程全体における
教科等の役割を踏まえた再整理が求められる。」との指摘が
あり、それを踏まえて学習指導要領等では教科等を分類す
る用語である「保健学習」「保健指導」の用語を用いた分類
は使用せず、教職員や国民が理解できる教科等の名称で説
明することとなった。

保健教育の用語の変更について





保健の見方・考え方

個人及び社会生活における課題や情報を、健康や安全
に関する原則や概念に着目して捉え、疾病等のリスク
の軽減や生活の質の向上、健康を支える環境づくりと
関連付けること。

小学校においては、特に身近な生活における課題や情
報を、保健領域で学習する病気の予防やけがの手当の
原則及び、健康で安全な生活についての概念等に着目
して捉え、病気にかかったり、けがをしたりするリス
クの軽減や心身の健康の保持増進と関連付けることを
意図している。



○ 保健領域については、身近な生活における健

康・ 安全についての基礎的・基本的な「知識・技

能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向か

う力・人間性等」の育成を重視する観点から、内容

等の改善を図る。その際、自己の健康の保持増進

や回復等に関する内容を明確化するとともに、「技

能」に関連して、心の健康、けがの防止の内容の

改善を図る。また、運動領域との一層の関連を図っ

た内容等について改善を図る。

改善の具体的事項（小学校 保健領域）



○ 心の健康に関する内容は、小・中・高の保健の

学習で、それぞれの発達段階に応じた指導を行っ

ている。

○ 小５の「不安や悩みへの対処」、中１の「ストレス

の対処」の内容を新たに保健の「技能」と位置付け

て、具体的な対処を学習することとした。

○ 高等学校の内容として新たに精神疾患を位置付

け、その予防と回復について学習することとした。

心の健康・ストレス対処等に関する内容



《小学校5年生》

(1)心の健康

(ｳ)不安や悩みへの対処には、大人や友達に相談する、仲間と遊ぶ、運

動をするなどいろいろな方法があること。

《中学1年生》

(2)心身の機能の発達と心の健康

(ｴ)精神と身体は、相互に影響を与え、関わっていること。欲求やストレス

は、心身に影響を与えることがあること。また、心の健康を保つには、

欲求やストレスに適切に対処する必要があること。

《高等学校 入学年次及びその次の年次》

(1)現在社会と健康

(ｵ)精神疾患の予防と回復には、運動、食事、休養及び睡眠の調和のと

れた生活を実践するとともに、心身の不調に気付くことが重要である

こと。また、疾病の早期発見及び社会的な対策が必要であること。

心の健康・ストレス対処等に関する内容



（２）けがの防止 《小学校5年生》

ア けがの防止に関する次の事項を理解するとともに、けがなど

の簡単な手当をすること。

（３）傷害の防止 《中学1年生》

ア 傷害の防止について理解を深めるとともに、応急手当てをす

ること。

（２）安全な社会生活 《高等学校 入学年次及びその次の年次》

ア 安全な社会生活について理解を深めるとともに、応急手当を

適切にすること。

応急手当に関する内容



小学校体育（保健領域）における指導の工夫

２ 内容の取扱い
（11)保健の指導に当たっては、健康に関心をもてるよ

うにし、健康に関する課題を解決する学習活動を
取り入れるなどの指導方法の工夫を行うこと。

（解説には）
○身近な日常生活の体験や事例などを題材にした話合い

○思考が深まる発問の工夫や思考を促す資料の提示

○課題の解決的な活動や発表

○ブレインストーミング

○けがの手当などの実習、実験





内容の取扱い（運動と健康との関連を図る指導）

○低学年は、各領域の各内容については、運動と健康
が関わっていることについての具体的な考えがもて
るよう指導することを明示。

○中学年は、各領域の各内容については、運動と健康
が密接に関連していることについての具体的な考え
がもてるよう指導することを明示。

○高学年は、各領域の各内容については、運動領域と
保健領域との関連を図る指導に留意することを明示。



《小学校 保健教育参考資料》



３ オリンピック・パラリンピック教育の
現状と展望について



２０２０年東京大会を契機に、子供から大人まで国民一人一人がス

ポーツの価値ならびにオリンピック・パラリンピックの意義に触れるこ
とで、スポーツの価値を再認識し、多くの方がスポーツに親しむように
なることは大会の有形・無形のレガシーの一つとして重要。

スポーツ庁では、オリンピック・パラリンピック教育をこのレガシー創
出の重要な取組の一つとして認識し、オリンピック・パラリンピック教
育を推進。

オリンピック・パラリンピック教育を展開する上で、平成２７年１１月２
７日に閣議決定された「２０２０年東京オリンピック競技大会・東京パラ
リンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るため
の基本方針」では、東京のみならず、全国津々浦々に大会の開催効
果としてのレガシーを波及させ、大会後も地域が力強く発展していくこ
とに加え、東日本大震災の被災地の復興の後押しとなることとされて
おり、オリンピック・パラリンピック教育を全国に展開し、大会のレガ
シーを全国に波及させることが重要。

オリンピック・パラリンピック教育の推進



オリンピック・パラリンピックの開催については、我が国が国際社会に復帰
し、工業が発展し電化製品が普及したことなどにより国民生活が向上した
こと、スポーツの祭典としてアジアで初めて東京でオリンピック大会が開催
され、その後も我が国でオリンピック・パラリンピックの大会が開催された
こと、そうした中で我が国は国際社会において重要な役割を果たしてきた
ことなどが分かることである。なお、１９６４年には東京オリンピックに続き、
第２回パラリンピックが東京で開催されたことにも触れ、戦後、我が国はス
ポーツを通した世界平和の実現に貢献してきたことに気付くようにすること
も大切である。（新小学校学習指導要領解説社会編）

新学習指導要領にあるオリンピック・パラリンピックに関する記述

小学校 社会科 第６学年
２ 内容
(2)
(ｻ)日中戦争や我が国に関わる第二次世界大戦、日本国憲法の制

定、オリンピック・パラリンピックの開催などを手掛かりに、戦後我が
国は民主的な国家として出発し、国民生活が向上し、国際社会の中
で重要な役割を果たしてきたことを理解すること。



新学習指導要領にあるオリンピック・パラリンピックに関する記述

○ ２０２０年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会も、
その開催を契機に、子供たちがスポーツへの関心を高め、「する、みる、
支える、知る」などのスポーツとの多様な関わり方を楽しめるようにする
ことが期待されているが、効果はそれにとどまらない。スポーツを通じて、
他者との関わりを学んだり、ルールを守り競い合っていく力を身に付け
たりできるようにしていくこと、一つの目標を立ててそれに向かって挑戦
し、やり遂げることの意義を実感すること、さらには、多様な国や地域の
文化の理解を通じて、多様性の尊重や国際平和に寄与する態度を身
に付けたり、ボランティア活動を通じて、他者への共感や思いやりを育
んだりしていくことにもつながるものである。

小学校 体育科
第３ 指導計画の作成と内容の取扱い
２ 内容の取扱い
(7)オリンピック・パラリンピックに関する指導として、フェアなプレイを

大切にするなど、児童の発達の段階に応じて、各種の運動を通して
スポーツの意義や価値等に触れることができるようにすること。



スポーツ庁が進めるオリンピック・パラリンピック教育

１ オリンピズムの教育的価値（努力の喜び、フェアプレイ、他者への尊
敬、卓越性の追求、バランスのとれた身体・意志・精神）を普及させる
ための教育
２ 「おもてなし」精神を備えた大会ボランティアおよび都市ボランティア
等の養成を促進するための教育
３ パラリンピックや障害者スポーツへの関心を高めるとともに、共生社
会の実現のための教育
４ 日本文化や地域・郷土の文化への関心を高め、スポーツを通した異
文化・国際理解を促進するための教育
５ スポーツを楽しむ心を醸成するための教育（体育嫌いの解消、マイ
ナー競技への認知理解の促進）

多様なスポーツの価値を理解して実践することで、オリンピック・パラ
リンピックムーブメントの理解を促進するとともに、２０２０年大会に向
けて、子供たちの興味や関心を高め、大会への参画を促すことにつ
ながる。と同時に、オリンピック・パラリンピックを契機として、子供た
ちの目が世界に大きく開くことが期待される。



「環境をテーマにしたオリパラ教育の実践」
東京都多摩市立多摩第一小学校

○単元名「みつめよう環境問題」（5年生 総合的な学習の時間）
○本単元とオリンピック・パラリンピックとの関連を深める手立て
①オリンピック・パラリンピック開催国を含めた世界の様々な地域
で起こっている環境問題や、それらに関連して起きている事象を
取り上げる。
②自分たちの将来と環境問題を結び付けて、東京２０２０大会を機
に、持続可能な社会を実現するために自分たちにできる対応策
を考え、実行する。
③学習したことを他学年の子供や家庭（保護者）、地域等に発表
することを通して、自分たちだけでなく、より多くの人と協働的に
環境保全問題に取り組む。

○本時の指導（ねらい／展開）
東京２０２０大会以降の「東京の未来」を考え、よりよい環境をつ
くっていくために、自分たちにできることを考える。

取組事例（初等教育資料H29年2月号掲載校）の紹介（一部抜粋）



オリンピック・パラリンピック教育の推進のために

留意事項

１ 目的の明確化
２ 教科等のねらいとの整合性
３ カリキュラム・マネジメントの視点
４ 学びの過程の促進
５ 持続可能な取組

教育の創造性を発揮し実践を重ねることにより、
大きなレガシーとなる



４ 体育科の特質に応じた
ICT活用について



第１章 総則

第２ 教育課程の編成
２教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成
（１）各学校においては、児童の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力
（情報モラルを含む。）、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を
育成していくことができるように、各教科等の特質を生かしつつ、教科等横断的な
視点から教育課程の編成を図るものとする。

第３ 教育課程の実施と学習評価
１主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
（３）第２の２の（１）に示す情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コン
ピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を
整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること。また、各種の統計資
料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。あ
わせて、各教科等の特質に応じて、次の学習活動を計画的に実施すること。
ア 児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要なる情
報手段の基本的な操作を習得するための学習活動

イ 児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせ
るために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動

新小学校学習指導要領にみるICT活用



第２章 各教科

第１節 国語
第３ 指導計画の作成と内容の取扱い
２ 第２の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。
（2）第２の内容の指導に当たっては、児童がコンピュータや情報通信ネットワーク
を積極的に活用する機会を設けるなどして、指導の効果を高めるように工夫す
ること。

（各教科でコンピュータの活用等について触れている）

第９節 体育
第３ 指導計画の作成と内容の取扱い
２ 第２の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。
（3）第２の内容の指導に当たっては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの
情報手段を積極的に活用し、各領域の特質に応じた学習活動を行うことがで
きるように工夫すること。その際、情報機器の基本的な操作についても、内容
に応じて取扱うこと。

（プログラミングについては、算数、理科、総合的な学習の時間で記載）

新小学校学習指導要領にみるICT活用



１ 自分や仲間の動きを動画で撮影・再生し、課題を確認
・自分ではわかりにくい動きが具体化され、課題が明確化
・仲間の動きを撮影し、再生しながらアドバイスをするなど、思考力、
判断力、表現力等の指導に効果的
・子供相互の教え合いや認め合いの一助
・技能（運動）の習得に対する興味や関心につながる
・映像の蓄積により、技能の変容等を時系列で整理でき、評価の
ための資料にも活用

２ 目標とする動きの具体化
・映像による学習資料として、模範となる動きの理解に活用
・スロー映像や繰り返しの視聴ができ、理解の深まりに期待

３ 動きや課題の共有化
・個々の課題をクラス全体に紹介
・一つの課題についてクラス全体で思考・判断・表現

体育科におけるICT活用の充実



１ 児童の関心や意欲

２ 運動についての知識や理解

３ 運動における思考力、判断力、表現力等

４ 技能の習得

５ 主体的・対話的で深い学び など

体育科におけるICT活用の成果として考えられること



１ 児童の適切な運動量の確保

２ 指導のねらいとの合致

３ 効果的な用い方の検討

４ 教員の活用能力の向上

５ ICT機器の整備 など

体育科におけるICT活用の課題として考えられること


